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小林市・野尻町合併協議会規約に関する協議書 
 
小林市長、野尻町長（以下「１市１町の長」という。）は、法定合併協議会設置に

関し、小林市・野尻町合併協議会規約（以下「規約」という。）に規定する１市１町

の長が協議して定める事項その他必要な事項について、下記のとおり協議したので協

議書を取り交わす。 

 
記 

 
第１  規約に関する協議事項 
     (協議会の事務所) 

１ 規約第４条に規定する協議会の事務所について 

協議会の事務所は、小林市に置く。 

 

       (会長及び副会長) 

２ 規約第６条第１項に規定する会長及び副会長について 

会長は、小林市長をもって充てる。 

副会長は、野尻町長をもって充てる。 

 
     (顧問)  

３ 規約第７条第３項に規定する顧問について 

  顧問は、県市町村合併支援室長、西諸県農林振興局長に委嘱する。 

 
(幹事会及び専門部会) 

４ 規約第１２条第３項に規定する幹事会及び専門部会について幹事会及び専門

部会の組織、運営その他必要な事項について、次のとおり定める。 

● 小林市・野尻町合併協議会幹事会規程 

● 小林市・野尻町合併協議会専門部会規程 
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(事務局職員等) 

５  規約第１３条第２項に規定する事務局の事務に従事する職員について 

常勤    小林市 ６人、野尻町 ４人とする 。 

６  規約第１３条第３項に規定する事務局の組織運営その他必要な事項について、

次のとおり定める。 

● 小林市・野尻町合併協議会事務局規程 

 
        (協議会経費) 

７  規約第１４条第２項に規定する協議会の経費の負担割合について 

均等割５割、人口割５割とする。 

 
     (財務) 

８ 規約第１６条に規定する財務に関し必要な事項について、次のとおり定める。 

● 小林市・野尻町合併協議会財務規程 

 
        (報酬及び費用弁償) 

９ 規約第１７条第２項に規定する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等につ

いて、次のとおり定める。 

● 小林市・野尻町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程      

 
(協議会解散の場合の措置) 

１０ 規約第１８条第２項に規定する財産の分割について 

各自治体の負担金額等の割合でもって分割する。 

 

第２  その他必要な事項に関する協議 

１ 事務局職員の身分について 

（１） 事務局職員の身分は、それぞれの市町に属するものとする。 

（２） 事務局職員の分限及び懲戒処分については、それぞれの市町の条例の規

定によるものとする｡ 
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２ 臨時職員について 

臨時職員は、協議会会長の属する小林市で雇用し、その費用は協議会で負担

する。 

また、公務災害に対しての事務は、雇用した小林市で執行し、経費は１市１

町で均等に負担する｡協議会を離脱した場合もそれ以前のものについては責任

を持つものとする｡ 

 
３ 公用車利用について 

事務局職員は、協議会会長の属する小林市の公用車を相互に利用することが

できるものとし、事故等の処理は公用車を所有する小林市及び運転者等の属す

る市町が行うものとする｡ 

ただし、補償額が加入保険の限度を超える場合においては、１市１町が均等

に負担する。協議会を離脱した場合もそれ以前のものについては責任を持つも

のとする｡ 

 
４ 小林市・野尻町合併協議会委員等の身分等の取扱いについて 

小林市・野尻町合併協議会（以下「協議会」という。）の委員のうち、地方

公共団体の長その他の常勤職員以外の委員（以下「当該委員」という。）の身

分等の取扱いについては、次のとおりとする。 

 
（身分等） 

（１） 当該委員は、協議会の委員の委嘱をもって、当該委員を選任した市町長

が属する市町の非常勤の職員に任命されたものとみなす。 

 

（公務災害補償制度の適用） 

（２） １市１町に所属する当該委員が、協議会活動中又は協議会会議等への出

席のための移動中に生じた災害によって、公務災害補償の適用を受けるよ

うな場合においては、当該委員を選任した市町の公務災害補償制度を適用

する。 
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（公務災害補償事務） 

（３）当該委員の公務災害補償事務は、それぞれの市町において執行する。 

 
（公務災害補償の経費負担） 

（４） 当該委員に対し公務災害補償を適用した場合における経費（公務災害の

発生に伴い必要となる認定委員会、災害補償その他公務災害に関する費用

負担を含む。）は、それぞれの所属する市町が全額負担する。 

 
（公務災害補償の適用除外） 

（５） 地方公務員災害補償法の適用を受けるものにあっては、本件による取り

決めは適用しないものとする。 

 
（報酬及び費用弁償） 

（６） 当該委員に協議会の関係規程に定める報酬及び費用弁償の支給があった

ときは、これらを当該委員が非常勤職員の身分を有する市町において定め

た当該非常勤職員に支給すべき報酬及び費用弁償とみなす。 
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第３ 協議書の内容変更について 
この協議書に定める内容を変更する場合は、別に変更協議書を取り交わすものと

する。 

ただし、事務局職員の変更はこの限りでない。 

 

第４ 定めのない事項 
この協議書に定めるもののほか必要な事項は、１市１町の長が協議して定めるも

のとする。 

 

第５ 協議書の締結 
この協議書は、地方自治法第２５２条の２の規定に基づいて、協議が整ったこと

を証するため、本書を２通作成し、１市１町の長が記名押印のうえ、それぞれ１通

を保有する。 

 
 

平成２０年１２月１日 
 
 
 

小 林 市 長  堀  泰 一 郎 

 

野 尻 町 長  長 瀬  道 大 

 




